
（
国
土
交
通
委
員
会
）

都
市
再
生
特
別
措
置
法
案
（
閣
法
第
一
二
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
我
が
国
の
都
市
が
近
年
に
お
け
る
急
速
な
情
報
化
、
国
際
化
、
少
子
高
齢
化
等
の
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に

十
分
対
応
で
き
た
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
に
か
ん
が
み
、
こ
れ
ら
の
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
た
都
市
機
能
の
高
度
化
及
び

都
市
の
居
住
環
境
の
向
上
を
図
る
た
め
、
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

一
、
内
閣
に
、
都
市
の
再
生
に
関
す
る
施
策
を
迅
速
か
つ
重
点
的
に
推
進
す
る
た
め
、
内
閣
総
理
大
臣
を
本
部
長
と
す
る
都
市

再
生
本
部
を
設
置
す
る
。

二
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
都
市
の
再
生
に
関
す
る
施
策
の
重
点
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
の
都
市
再
生
基
本
方
針
の

案
を
作
成
し
、
閣
議
の
決
定
を
求
め
る
。

三
、
都
市
開
発
事
業
等
を
通
じ
て
緊
急
か
つ
重
点
的
に
市
街
地
の
整
備
を
推
進
す
べ
き
地
域
と
し
て
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域

を
政
令
で
定
め
る
と
と
も
に
、
当
該
地
域
ご
と
に
都
市
再
生
本
部
が
地
域
整
備
方
針
を
定
め
る
。

四
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
都
市
再
生
に
資
す
る
民
間
都
市
開
発
事
業
に
係
る
都
市
再
生
事
業
計
画
を
認
定
で
き
る
こ
と
と
す
る



と
と
も
に
、
民
間
都
市
開
発
推
進
機
構
は
、
認
定
さ
れ
た
事
業
に
関
し
、
一
定
の
公
共
施
設
の
整
備
に
充
て
る
資
金
の
一
部

の
無
利
子
貸
付
け
、
認
定
事
業
の
施
行
に
要
す
る
費
用
の
一
部
の
出
資
等
の
方
法
に
よ
る
支
援
、
一
定
の
資
金
の
借
入
れ
等

に
係
る
債
務
の
保
証
等
の
金
融
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

五
、
都
市
計
画
に
係
る
土
地
利
用
規
制
の
特
例
措
置
と
し
て
既
存
の
用
途
地
域
等
に
基
づ
く
規
制
を
適
用
除
外
と
す
る
と
と
も

に
、
自
由
度
の
高
い
計
画
が
定
め
ら
れ
る
都
市
再
生
特
別
地
区
を
創
設
す
る
。

六
、
民
間
事
業
者
が
都
市
再
生
事
業
を
行
う
た
め
に
必
要
と
な
る
都
市
再
生
特
別
地
区
等
の
都
市
計
画
の
決
定
等
を
提
案
で
き

る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
事
業
認
可
等
の
特
例
措
置
を
創
設
す
る
こ
と
に
よ
り
事
業
の
提
案
か
ら
実
施
ま
で
の
期
間
を
大

幅
に
短
縮
す
る
。

七
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

八
、
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
十
年
以
内
に
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い

て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。


